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・適用期限が2020年（令和2年）3月31日から3年間延長される。
なお、過疎地域に係る措置（三号）及び危険密集市街地に係る措置（六号）については、2021年（令和3年）3月31日までの延長である。

＜適用要件の見直し＞

（注）不燃領域率とは、市街地面積に占める耐火建築物の敷地及び幅員6ｍ以上の道路等の公共施設面積の割合をいう。

※上記改正は、七号の長期保有土地等の買換えの見直しを除き、所得税も同様である。（所得税では改正前から鉄道事業用車両運搬具は対象外）

・適用要件（対象資産、区域等）が一部見直される。

号数 内容 改正後

一号  既成市街地等の内から外への買換え
 ・譲渡資産
   工場の立地が制限されていなかった区域内にある建物又はその敷地の用に
   供されている土地等を対象から除外

二号  航空機騒音障害区域の内から外への買換え
 ・課税繰延割合
   譲渡資産が一定区域内にある場合には80%から70%へ引下げ

四号  都市機能誘導区域の外から内への買換え  適用対象から除外

六号  危険密集市街地内の土地、建物等の買換え

 ・危険密集市街地
   不燃領域率（注）が40%未満である区域に限定
 ・譲渡資産
   対象資産に耐火建築物又は準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を
   有する建築物を追加

七号
 長期所有（10年超）の土地、建物等から国内の
 土地、建物等への買換え

 ・買換資産
   経過措置を講じた上、鉄道事業用車両運搬具を対象から除外

八号
 一定の日本船舶から環境への負荷低減に資する
 一定の日本船舶への買換え

 ・譲渡資産
   港湾作業船の船齢要件について、40年未満から35年未満へ引下げ
 ・買換資産
   外航船舶及び内航船舶について、船齢要件（法定耐用年数以下であること）を
   追加
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2．実務上の留意点

3．今後の注目点

＜参考＞長期所有（10年超）資産の買換え（七号）に関する過去の主要な改正経緯

① 対象資産等が見直されるため、適用要件について十分な検討を要する。
② 航空機騒音障害区域の内から外への買換え（二号）について、譲渡資産のある区域により、課税繰り延べ割合が70％となる場合がある

ため留意する。

七号における所要の経過措置の内容については今後注目すべき点である。

改正年度 内容

2012年度

（平成24年度）
 買換資産の土地について、特定施設の敷地の用に供された土地であり、300㎡以上のものに限定

2015年度

（平成27年度）

 ・買換資産から機械装置を除外

 ・買換え対象地域による繰延べ割合の引下げ

　（通常80%、地方から大都市への買換え等一定の場合は75%または70%）

2017年度

（平成29年度）
 買換資産のうち鉄道事業用車両運搬具について、貨物鉄道事業用の電気機関車に限定


